
○９月１８日追加提出分

＜条例議案＞

議案番号 議　案　名 課　名 説　　　明

乙第79号議案 佐賀県手数料条例の一
部を改正する条例
（案）

財政課 【内容】
〇 運転免許証の更新が、やむを得ない事情（免許更新事務
に係るシステム障害等）により行われなかった者につい
て、免許試験手数料等を減額するもの
　（例:普通自動車免許の場合 1,900円→800円）
〇 運転免許証の亡失等の場合に限らず、記載事項変更（住
所・姓）の場合等にも再交付申請が可能となることに伴
い、手続きに要する費用を見直し、手数料を改定するもの
  （3,500円→2,250円）
〇　建築物のエネルギー性能向上計画の認定（省エネ建築
物と認定されることで、容積率の特例が適用）について、
従来は単体建築物に限っていた認定を、エネルギー源を共
有する複数の建築物の認定も可能としたことに伴い、手数
料の対象事務を改めるもの

【施行期日】　令和元年12月1日　他

予算外議案の概要（令和元年９月定例県議会）


